
令和３年度地域医療構想調整会議等の結果

１. 概要
承認案件

合意
B 未提出 合意率

B/A
再編時期/医療機関名/再編にかかる医療機関数の変動 不⾜数

C
増床⾒込み

D
充⾜⾒込み

D/C

豊能 43 41 1 吹田徳洲会病院 1 95% - ※弘済院附属病院の再編にかかる案件は、大阪市圏域に掲載。 ー ▲ 1000 +79 8%

三島 32 31 1 東和会いばらき病院 0 97% 1 ○2022年７⽉/⼤阪医科薬科⼤学病院・⼤阪府三島救命救急センター/２⇒１ ー ▲ 10 +181 1810%

北河内 56 56 0 ー 0 100% 2 ○2022年４⽉/佐藤病院・佐藤医院・前川診療所・美樟クリニック/４⇒１
○時期未定/⼤東中央病院・北河内藤井病院/２⇒１ ー ▲ 1500 +251 17%

中河内 31 30 1 市⽴東⼤阪医療センター 0 97% 0 ー ー ▲ 700 +150 21%

南河内 36 35 1 市⽴藤井寺市⺠病院 0 97% 1 ○時期未定/松原徳洲会病院・松原中央病院/２⇒１ ー ▲ 500 +166 33%

堺市 38 38 0 ー 0 100% 0 ー ー ▲ 500 +39 8%

泉州 59 59 0 ー 0 100% 2 ○2022年４⽉/岸和⽥徳洲会病院・東佐野病院/２⇒１
○2024年度/泉⼤津市⽴病院・府中病院/２⇒３ ●和泉市⽴総合医療センター ▲ 600 +81 14%

大阪市 175 170 2 医誠会病院
城東中央病院 3 97% 6

○2022年６⽉/阪和病院・阪和記念病院・阪和第⼆病院・阪和住吉
   総合病院/４⇒２
○2023年４⽉/済⽣会中津病院/１⇒２
○2023年度/医誠会病院・城東中央病院/２⇒1
○2025年３⽉/⼤阪警察病院・第⼆⼤阪警察病院/２⇒１
○2025年度/⼤阪市⽴総合医療センター・⼤阪市⽴⼤学医学部
   附属病院・⼤阪市⽴弘済院附属病院/３⇒３
○未定/桜橋渡邊病院/１⇒２

●住友病院
○淀川ヘルスケアネット
    （愛仁会千船病院等）

▲ 3600 +485 13%

合計 470 460 6 4 98% 12 ▲ 8410 +1432 17%

【参考】回復期病床の不⾜数と
今後の増床⾒込み

【凡例】
○︓地域医療連携推進法⼈
●︓地域医療⽀援病院

再編統合予定医療機関（協議会等報告）

病院数
A 件数

病院プラン調査の合意状況

継続協議
(継続協議の理由は後述）

太字︓令和２年度から引き続き継続協議
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令和３年度地域医療構想調整会議等の結果
２. 地域医療構想の推進に関する主な意⾒

病院連絡会 医療・病床懇話会（部会） 保健医療協議会 【地域医療構想調整会議】

豊
能

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○有事の対応を踏まえて、議論が必要。
○新興感染症に対する対策や現在の社会情勢、時代背景を踏まえて議論すること。
○⾏政として、感染症対策を⾏っている医療機関への体制確保（医療⼈材の確保など）に
関する支援（補助⾦などを含む）を検討してもらいたい。

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○救急医療に関して、今回の新型コロナウイルス感染症では、搬送困難事例や
他圏域への流出等が他圏域と⽐べ多くなっている。その理由は、⽇本全域の患者
を対象としている⼤阪⼤学と国⽴循環器病センターの特定機能病院が⼆次医療
圏にあり、地域医療構想の病床に含まれているからであり、検討が必要と考えてい
る。
【病床機能分化の進め方】
○回復期医療が政策医療ではなく公的病院が担わないとすれば、公的病院が病
床を減少させた場合は、減床分を⺠間病院に移⾏してもらわないと⺠間病院は
回復期を担うことはできないと考えている。
【その他】
○救急の受入件数のデータが各病院の自己申告であるため、そのデータで地域医
療構想を議論するのは不適切だと考える。ORIONデータであれば、病院の不応
需が正確に分かる。地域医療構想を考えていく上で、有効なデータを使うことを検
討すべきである。

【病床機能毎の報告基準の検討】
○⾼度急性期の報告基準を明確にしてもらう必要がある。また、阪⼤と国循の病床
の位置づけを協議する必要がある。
○⾼度急性期・急性期病床については、疾病ごとに必要な病床を議論できるよう、
分析してもらいたい。
【基準病床数の算定】
○救急搬送において、圏域外に患者が流出しているが、基準病床数の算定式の分
⼦において、患者流出の数を減じないよう考えてほしい。
【その他】
○救急の診療実態分析については、病院からの報告件数であり、数値の精度が⾼く
ない。病床機能報告や病院プランを使用するのではなく、ORIONデータを用いて分
析すべき。

三
島

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○コロナ禍にあって今までの地域医療構想を検証なく進めることに違和感がある。
  再考すべきではないか。
【病床機能分化の進め方】
○この圏域は、将来に向けての病床機能分化が進んでいる。今後も各病院が余裕を持って
それぞれの計画を進め、また、協⼒をしていくことが望まれる。

特になし

【病床機能分化の進め方】
○急性期病床については、DPC病院であれば在院日数を短縮する等工夫すれば、
ベッド数が同じでも相対的な病床数は増えるということも考慮する必要がある。
○過剰病床の議論は、病床の絶対数で議論しているが、⼤阪アプローチは割合で
議論しており、考え⽅の整理が必要ではないか。

北
河
内

【新型コロナを踏まえた地域医療構想】
○回復期や⾼度急性期病床の不⾜が課題。急性期病床は、新型コロナウイルス感染症以
前から災害時を想定すると不⾜していると危惧。基準病床数は減少傾向にあるが、新型コロ
ナウイルス感染症の経験を踏まえ、病床数が足りるのか。また、どのような病床機能が必要な
のか考えなくてはならない。
【病床機能分化の進め方】
○急性期には、「重症急性期」「地域急性期」があるので、⾏政も地域医療を⽀えるため、
（有事に必要な急性期機能を）柔軟に考えていただきたい。
○急性期が不⾜していると考えるので、療養型を徐々に減らす（回復期に転換する）⽅向
に進んでいければ。

特になし 特になし

中
河
内

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○地域医療構想の推進にあたっては、新型コロナウイルス感染症対応の経過や課題を明ら
かにし、同時に再検討する必要がある。
【病床機能分化の進め方】
○過剰病床である⾼度急性期病床への転換を考えている病院があるが、地域性から、脳や
循環器の救急ホットライン、がんに積極的に対応するために、⾼度急性期病床が必要と考え
ることについては、⼀定の理解はできる。
○回復期病床については、地域急性期を回復期に転換している例が多く、実際の回復期機
能の病床数は増えていない。重症急性期を地域急性期もしくは回復期病床へ移⾏するため
の議論と検証を公⽴・公的病院だけでなく⺠間等病院も含めて⾏う必要がある。

【病床機能分化の進め方】
○中河内⼆次医療圏は、⼤阪市等他圏域の協⼒も得ながら地域医療を保って
きた。今回の新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえると、中河内の「⾼度急性
期」を増床する⽅向性は理解できる。
○今後、「急性期から回復期」「慢性期から回復期」に病床機能の転換を考えて
いる病院プランの方向性は間違っていない。
○非稼働病床については、非常時の運用を想定し、早急な削減を求めず、非稼
働のまま様⼦を⾒てはどうか。

【病床機能毎の報告基準の検討】
○⾼度急性期の定義があいまい。HCU等特定⼊院料への転換がわかりやすいが、
特定⼊院料以外（急性期⼀般⼊院料等）への転換はわかりづらく、今後協議が
必要。



病院連絡会 医療・病床懇話会（部会） 保健医療協議会 【地域医療構想調整会議】

南
河
内

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○少子高齢化の影響等で疾病構造の大きな変化が予測されることや新型コロナウイルス感
染症のような不測の事態も踏まえて、厳密に病床数を決めていくのではなく、想定外のことが
生じても対応できるよう幅を持った考え方をしていくべきではないか。
○現在の地域医療構想の考え⽅では、新型コロナウイルス感染症のような有事の場合、何ら
かの病床を感染症対応に一時的に転換する必要があると考える。国では第８次医療計画の
策定に向け、ワーキンググループで検討中とのことであるが、その情報は速やかにいただきたい。
【病床機能分化の進め方】
○近畿⼤学病院の移転後の医療提供体制については、跡地に整備する病院の病床機能
を踏まえる必要がある。
○⾏政から疾病構造の変化に応じた病床編成の案を提⽰していただけると、⺠間としては動
きやすい。
【その他】
○在宅で死を迎える患者が多くなることが予測され、訪問診療や遠隔診療を医療政策として
進めて⾏くべきと考える。地域医療構想の議論では、「病床」にフォーカスされており、訪問診
療やITを利⽤した遠隔診療の議論が不⾜しているのではないか。

特になし
【基準病床数の算定】
○算定式において病床利⽤率が指定されており、約80％の利⽤率が設定されてい
るが、コロナにおいて、重症においては利⽤率が50％を超えると医療逼迫を起こして
いる現状など考慮することが必要。

堺
市

【病床機能分化の進め方】
○2025年に向けた病床機能として、昨年度よりも回復期が増えてきており、良い⽅向に向
かっていると考えている。この方向性を引き続き継続しながら、各病院で調整し取組んでいた
だきたい。

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○今回の新型コロナウイルス感染症への対応の経験から、急性期病床に一定の
余裕がなければ新興感染症への対応は難しいのではないか。
【病床機能毎の報告基準の検討】
○2025年に向けて、⾼度急性期と急性期の明確な基準を⽰してほしい。

【その他】
○近畿大学の移転は、（南大阪である）南河内、泉州の患者動向にも影響を及
ぼすものであるので、南河内、泉州においても、移転を踏まえ医療体制を協議しても
らうことが必要。

泉
州

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○2025年にめざすといっても、各病院の考え⽅がある。⾏政は実績を確認するだけではなく、
新型コロナウイルスや新興感染症対応も考慮した地域医療構想の具体的な⽅向性を出し
てほしい。
【病床機能分化の進め方】
○回復期を増やす必要があると⾔われているが、泉州圏域、特に岸和⽥以南では回復期リ
ハ病床は多くあるので、地域包括ケア病床を増やすべきではないか。
【その他】
○当圏域は精神病床が多く、コロナ等感染症クラスターが発生しやすい。
精神疾患をお持ちの⽅の感染症に対する医療体制について、⼆次医療圏域として議論して
いきたい。

【病床機能分化の進め方】
○地域医療構想での病床機能分化の状況は、慢性期については過剰な圏域が
あれば不⾜する圏域がある等、地域性がある。病床機能分化は、府域全体では
なく圏域単位で考えるべきではないか。
○過剰な病床への転換が認められていくと、地域医療構想はなし崩しになってしま
うのではないか。
【病床機能毎の報告基準の検討】
○大阪府は、地域医療構想を進めるにあたり、「圏域での意⾒を聞いて」「地域の
合意」というが、転換の議論を進めるうえで、病床機能の基準を明確にするべきで
はないか。

【病床機能分化の進め方】
○⾼度急性期・急性期・慢性期は過剰であることを踏まえ、各医療機関は、病床
機能分化の方向性を考えていく必要がある。

大
阪
市

【地域医療構想の検証・⾒直し等】
○地域医療構想は平時の医療提供体制について検討されてきたが、今後は新興感染症等
有事の場合の医療提供体制も考慮した地域医療構想の推進が必要ではないか。

特になし
【その他】
○⾏政が⼟地の再開発について、プロポーザル等により事業者の選定をする場合、
医療関係の案件であるならば、本協議会のような公的な会議での協議を経て、選
定するべきである。



令和３年度地域医療構想調整会議等の結果
3. 令和２年度「継続協議」となった医療機関の協議結果
 

合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度

急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働

1 中河内 東大阪市 ⺠間等 医療法⼈藤井会
⽯切⽣喜病院

○急性期⼀般⼊院料4(急性期）321床のうち、30
床をハイケアユニット⼊院医療管理料2（⾼度急性
期）へ転換予定（時期未定)。

転換計画に不確定要素があるため継続協議とする。 331 10 321 0 0 0 331 40 291 0 0 0 0 +30 ▲ 30 0 0 0

※過剰病床への転換予定
○急性期⼀般⼊院料４（急性期）の321床を291床に
減床し、ハイケアユニット⼊院医療管理料1(⾼度急性
期)30床に転換予定。30床のうち12床は2022年に稼働
予定。

    合意
（当該病院が地域で
担う役割・機能に則し
た転換であるため）

2 南河内 藤井寺市 公⽴ 市⽴藤井寺市⺠病院

○病床機能の変更予定は無し。
○急性期から回復期に変更した場合、医師を派遣し
ている大学より、引き上げを示唆されている。医師確保
を含め、地域が必要とする医療提供について、市とし
て、これまでの内容にこだわることなく、果たすべき役割
やあり方を明確にしていく。

・基本的には現状での存続を市⺠も望んでいるが、具体
的な⽅策を⾒出せてないため、継続協議が必要。
・今後の⽅向性について市⺠や地域医療のニーズ把握
分析を早急に⾏い、医療提供のあり⽅を明確に⽰してほ
しい。

98 0 98 0 0 0 98 0 78 20 0 0 0 0 ▲ 20 +20 0 0

○急性期⼀般⼊院料4（急性期）20床を、地域包括ケ
ア⼊院医療管理料2（回復期）20床へ転換予定。転換
時期については未定。
○現在、今後の改⾰プラン策定にあたり、近隣の医療機関
への聞き取り調査、市⺠に対するアンケート等を実施し、藤
井寺市としての病院のあり⽅（市⺠への医療機能の提供）
についてあらゆる選択肢を検討中。

  継続協議
（具体的な転換時期
等の将来プランが示さ
れていないため）

3 大阪市
（北部）

東淀川区 ⺠間等 医療法⼈医誠会
医誠会病院

327 30 297 0 0 0 － － － － － －

4 大阪市
（東部）

城東区 ⺠間等 医療法⼈医誠会
城東中央病院

233 0 233 0 0 0 － － － － － －

大阪市
（北部）

北区 ⺠間等 （仮称）
医誠会新病院 － － － － － － 560 98 344 118 0 0

5 堺市 南区 ⺠間等 医療法⼈啓仁会
堺咲花病院

○非稼働病床130床のうち、40床を急性期、30床
を回復期、60床を慢性期として稼働予定。
○コロナウイルスの影響により、時期は未定。今後の情
勢に応じて病床機能の変更を検討。

130床の⾮稼働病床について、回復期中⼼に病院運
営を⾏いたいという考えは問題ないが、コロナの影響によ
り病床割合が変わる可能性があるなら継続協議とすべ
き。

310 0 100 120 0 90 310 0 155 155 0 0 0 0 +55 +35 0 ▲ 90

○令和2年度協議会時点で休棟していた130床のうち、40
床を急性期⼀般⼊院料2（急性期）として稼働済み。
○休棟中の90床、地域包括ケア病棟⼊院料2（回復
期）15床を急性期⼀般⼊院料2（急性期）55床、回復
期リハビリテーション病棟⼊院料6（回復期）50床へ転換
予定。転換時期は未定。

    合意
（当該病院が地域で
担う役割・機能に則し
た転換であるため）

 

４. 令和３年度新たに「継続協議」となった医療機関

合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度

急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働

1 豊能 吹田市 ⺠間等 365 18 247 0 100 0 365 30 235 0 100 0 0 12 ▲ 12 0 0 0

※過剰病床への転換予定
○2021年9⽉に、急性期⼀般⼊院料１（急性期）の
225床のうち、6床を脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料１
（⾼度急性期）へ転換。
○稼働後、ほぼ満床で運用している。急性期の脳卒中患者
数を考えると、患者の受⼊の充実が必要と判断し、更に
2025年をめざして、急性期⼀般⼊院料１の219床のうち、
6床を脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料１（⾼度急性
期）へ転換する予定。

  継続協議
（現状では転換の可
否を判断できないた
め）

2 三島 茨木市 ⺠間等 43 0 0 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 +43 0 ▲ 43 0

※過剰病床への転換予定
○2022年1⽉、医療法⼈東和会に病院を譲渡。2025年
に向けて障害者施設等13対１⼊院基本料（慢性期）
43床を障害者施設等13対１⼊院基本料（急性期）へ
転換予定（時期未定）。

  継続協議
（病院の将来プランが
明確に示されていない
ため）

3 中河内 東大阪市 公⽴ 520 222 273 25 0 0 520 275 220 25 0 0 0 53 ▲ 53 0 0 0

※過剰病床への転換予定
○2025年に向けて急性期⼀般⼊院料1(急性期)53床を
急性期⼀般⼊院料1(⾼度急性期)47床と6床の脳卒中ケ
アユニット⼊院医療管理料(⾼度急性期)に転換予定。転
換時期未定。

  継続協議
（具体的な転換内容
について未確定のた
め）

令和２年度
地域医療構想調整会議
における意⾒等
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医療圏

市町
村 区分 医療機関名 令和２年度病院プラン

（2025年に向けた⽅向性 概要）

令和３年度病院プラン

令和３年度
協議結果

現状の病床数【A】 2025年に予定している
病床数【B】

2025年と現状との差
【B】-【A】

2025年に向けた各病院の⽅向性

0 0

※過剰病床への転換予定
○2023年秋、城東中央病院と医誠会病院と統合し、北区
扇町に新築移転（病床数︓560床）予定。
○急性期（急性期⼀般１）68床→⾼度急性期へ転換
し、⾼度急性期98床とする予定。（内訳は、ICU26床、
SCU12床、NICU6床、GCU14床、MFICU３床、急性期
一般1 37床の98床の予定。）

   継続協議
（将来の病床機能に
ついて昨年度協議時と
変更がなく、過剰病床
への転換を含むため）

○2023年秋、城東中央病院と医誠会病院を統合し
て、北区扇町に新築移転（560床）予定。
○⾼度急性期98床の現時点での内訳は、ICU12
床、SCU12床、HCU20床、CCU12床、NICU6
床、GCU12床、MFICU４床、急性期一般１ 20
床。

過剰病床への転換に加え、下記点について、疑義があり
継続協議が必要。
①⼩児周産期医療体制（ＮＩＣＵ等）の整備
②新病院における医師・看護師等の人材確保
③将来予定している病床機能のうち「回復期」が⼊院料
と整合性がとれていない。

0 +68 ▲ 186 +118
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【凡例】公⽴︓新公⽴病院改⾰プラン対象病院、公的︓公的プラン対象病院、⺠間等︓公⽴、公的以外の病院

【凡例】公⽴︓新公⽴病院改⾰プラン対象病院、公的︓公的プラン対象病院、⺠間等︓公⽴、公的以外の病院

令和３年度
協議結果

医療法⼈徳洲会吹⽥徳洲会病院

東和会いばらき病院（旧︓⽇翔会病院）

地⽅独⽴⾏政法⼈市⽴東⼤阪医療センター



令和３年度地域医療構想調整会議等の結果
５. 【参考】「具体的対応⽅針再検証要請医療機関」（令和２年度までに病院プラン合意済み）の進捗状況

合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度

急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働 合計 ⾼度
急性期 急性期 回復期 慢性期 非稼働

1 豊能 吹田市 公的 ⼤阪市⽴弘済院附属病院
○移転先と協議中。
・2025年度に⼤阪市南部医療圏に転出する構想あり。
・2025年度までに総合診療科を設置。呼吸器内科、代謝内分泌内科、⻭
科口腔外科、脳神経外科、麻酔科を新設。

90 0 90 0 0 0 120 0 120 0 0 0 +30 0 +30 0 0 0

2 三島 高槻市 公的 高槻赤十字病院

○２病棟(46床)については、非稼働になっており、今後病棟としての再
利⽤は困難なため、別⽤途(会議室、当直室)への利⽤を⾏い、正式な
病床返還を令和３年３⽉までに予定。
○４病棟(58床)については、今年度の院内協議及び⽇本⾚⼗字社本
社との協議によりダウンサイズが望ましいとの方向性で一致。
○これにより令和３年３⽉を⽬途に病床返還を予定。
（※令和3年3⽉に439床⇒335床の▲104減床済。）

335 6 329 0 0 0 335 6 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 三島 高槻市 公的
社会医療法⼈仙養会
北摂総合病院

○令和２年10⽉に周産期医療の⾒直しを⾏い、標榜診療科を産婦
⼈科から婦⼈科へ変更。 217 14 203 0 0 0 217 14 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 中河内 柏原市 公⽴ 市⽴柏原病院 － 220 4 149 67 0 0 220 4 149 67 0 0 0 0 0 0 0 0

5 中河内 東大阪市 公的
社会医療法⼈若弘会
若草第⼀病院 － 230 10 220 0 0 0 230 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 南河内 富⽥林市 公的 済⽣会富⽥林病院 ○令和２年11⽉より、許可病床数300床から260床へ変更し、新病
院で診療を開始。 260 0 210 50 0 0 260 0 210 50 0 0 0 0 0 0 0 0

7 泉州 和泉市 公⽴ 和泉市⽴総合医療センター － 307 134 149 24 0 0 307 134 149 24 0 0 0 0 0 0 0 0

8 泉州 阪南市 公⽴
社会医療法⼈⽣⻑会
阪南市⺠病院 － 185 7 136 42 0 0 185 7 136 42 0 0 0 0 0 0 0 0

9 泉州 泉南市 公的
社会福祉法人済生会支部大阪
府済生会新泉南病院

○地域医療構想を想定し、すべての病棟を⼀早く地域包括ケア病棟⼊
院料１（回復期）に転換。 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
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【凡例】公⽴︓新公⽴病院改⾰プラン対象病院、公的︓公的プラン対象病院、⺠間等︓公⽴、公的以外の病院

○2022年４⽉の地域医療⽀援病院の承認に向けて申請中であり、
本審査も終了している状況。また、⼀部の急性期病床を⾼度急性期
病床に転換することを検討しているが、⼤阪府から次年度以降に⽰され
る病床機能の基準を参考にして方針を決定する。

－

－

○2025年度に⼤阪市南部医療圏に転出予定。（2021年6⽉15⽇
付 厚生労働大臣 同意）

－

－

－

－

－

令和３年度病院プラン

現状の病床数【A】 2025年に予定している
病床数【B】

2025年と現状との差
【B】-【A】

2025年に向けた各病院の⽅向性


